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第５次集中改革プラン 令和３年度重点項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－１ 

保育所の民営化 

【令和 3 年度の取組内容】 
１ 計画の策定 

公立保育施設民営化計画（平成 28 年 3 月策定）に続く新たな計画の策定
については，計画案の課内，部内，庁内関係課までの調整が終了し，今後，
全庁合意に向けて庁内の行革関連会議に諮る予定としています。 

 
 ２ 施設の統廃合 
  （１）時期の決定 
    統廃合を延期している施設については，統廃合の時期を令和５年度末と

定めました。 
  （２）利用者への説明 

１０月に各施設の利用者への説明会を実施しました。 
    古川たんぽぽ保育所での利用者説明会では，閉所に対して特に異論は出

ませんでした。 
    岩出山保育所真山分園での利用者説明会では，閉所時期以前に本園への 

転籍を希望する声が複数あったため，新年度に向けた入所申込の状況を見
定めたうえで，再度説明会を開催する予定です。 

  （３）地域への説明 
古川たんぽぽ保育所は，特定の地域団体等との交流は行っておらず，ま

た，入所児童の住所に特別な傾向も見られないことから，地域住民向けの
説明会は予定していません。 
岩出山保育所真山分園については，地域の自治会から保護者への説明を

経て住民への説明を行うよう求められていることから，今後の保護者説明
会の経過を踏まえて説明の時期や方法を決定します。 
 

【今後の見通し】 

１ 施設の統廃合 
   古川たんぽぽ保育所は，令和４年度に受け入れする児童の年齢を，現行の

「３～５歳」から「４，５歳」に減らします。 
   岩出山保育所真山分園は，本園側で閉所の際に在園する児童の受入枠を確

保しつつ，行事を合同で開催するなどして，保護者，児童が大きな施設を利
用することに対して感じる不安の解消に努めます。 

２ 民営検討化対象施設についての民営化検討 
  （令和３年度以降にかかる民営化計画が未策定のため具体的にはお示しでき

ません。） 

 


